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一般社団法人山梨県医師会会長

一般社団法人山梨県歯科医師会会長

公益社団法人山梨県看護協会会長

一般社団法人山梨県助産師会会長

一般社団法人山梨県診療放射線技師会会

一般社団法人山梨県臨床検査技師会会長

一般社団法人山梨県理学療法士会会長

一般社団法人山梨県作業療法士会会長

殿

福祉保健部長

（公印省略）

｢医師法施行規則等の一部を改正する省令について」 （通知）

医療行政の推進につきましては、 日頃から格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、標記について、厚生労働省医政局長より別添のとおり通知がありましたので、内

容についてご確認の上、会員への周知をお願いいたします。

なお、各病院管理者には、別添のとおり通知しましたことを申し添えます。

〒400－8501

甲府市丸の内一丁目6－1

山梨県福祉保健部医務課

医療指導，県立病院担当 溝ロ
TEL O55-223-1482








